
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

このガイドブックは、身体障がい、知的障がい、精神障がいに加え難病、発達障がい、高次脳機

能障がいなどの疾病や障がいのある方が利用できる制度やサービスについて概要を紹介したもので

す。障害者保健福祉手帳を持っている方、及び制度の対象となる難病と診断された方が利用できる

制度やサービスについて概要を紹介したものです。 

掲載しているサービスの内容については、原則町内に在住している方や入所施設等で寒川町が 

支援している方を対象としています。 

 

 

 

 

※本文中の記号・表記は次のとおりです。 

     身：身体障がい者向け  知：知的障がい者向け  精：精神障がい者向け 難病：難病等 

 

 

 

 

 

 

 

《令和８年４月１日発行》 
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電話：７４－１１１１（内線１４３～１４５） 
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寒川町障がい福祉 

ガイドブック 

２０２６ 

「障害」と「障がい」の表記について 

本ガイドブックでは、「害」という漢字のイメージが否定的であるため、不快感を与えな

いように配慮して、法律、団体名、固有名詞等を除き、可能な限り「障がい」という表記

にしています。 

記載内容は、最小限にとどめております。詳細については、各窓口にお問い合わせください。 

 ※今後、制度内容等が変わる場合がありますので、ご確認のうえご利用ください。 



福祉課窓口における個人番号（マイナンバー）の利用について 

 

マイナンバー制の導入により、福祉課の窓口では、以下の申請において『個人番号（マイナンバー）』

の記載及び提示等が必要になります。又ご本人及び代理で窓口に来られる方の身元確認も義務付けられ

ています。申請の際には、以下の書類等を忘れずにお持ちください。 

 

【マイナンバーを利用する手続き】 

□身体障害者手帳 □療育手帳 □精神障害者保健手帳 

□補装具費支給 □日常生活用具給付 
□自立支援医療 

（精神通院・更生医療・育成医療） 

□重度障がい者等医療費助成 □特別障害者手当・障害児福祉手当、神奈川県在宅重度障害者等手当 

□障がい福祉サービス・障がい児通所支援・地域生活支援サービス 

 

【ご本人が窓口で申請する場合】 

福祉課での手続には原則「番号確認」と「身元確認」が必要になります。 

 

番号確認 … マイナンバーカード（個人番号カード） または 通知カード 、 

       個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 いずれか 

  

身元確認 …①顔写真付きの身元証明書（マイナンバーカード、運転免許証、 

（実存確認）  旅券（パスポート）、障がい者手帳など 顔写真があるもの 1点  

      ②顔写真付きの本人確認書類等がない場合は、自立支援受給者証、健康保険証、

年金手帳などの本人証明ができるもの 2点  

 

【代理人が窓口で申請する場合】 

ご本人以外の方が窓口に申請に来る場合は、身元確認のため以下の書類確認が必要となります。 

申請者 番号確認 代理権及び代理人身元確認 

任意の代理人

（家族含む） 

1．本人の個人番号カード又はその写し 

2．本人の通知カード又はその写し 

3．本人の個人番号が記載された住民票の写し・住

民票記載事項証明書又はその写し 

委任状※ 

代理人の個人番号カードや運転

免許証など 

法定代理人 1．本人の個人番号カード又はその写し 

2．本人の通知カード又はその写し 

3．本人の個人番号が記載された住民票の写し・ 

住民票記載事項証明書又はその写し 

戸籍謄本、登記事項証明書 

※委任状の様式は、任意で構いません。 



介護保険と障がい者施策について 

次に該当する方は、介護保険制度が適用されます。 

 ◎６５歳以上の方 

 ◎４０歳から６４歳の方で、次の１６疾病に該当する方 

①がん末期               ②関節リウマチ 

③筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）     ④後縦靭帯骨化症 

⑤骨折を伴う骨粗鬆症          ⑥初老期における認知症 

⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（パーキンソン病関連疾患） 

⑧脊髄小脳変性症            ⑨脊柱管狭窄症 

⑩早老症                ⑪多系統萎縮症 

⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 

⑬脳血管疾患              ⑭閉塞性動脈硬化症 

⑮慢性閉塞性肺疾患                    

⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 

介護保険に該当する方は、障がい者手帳をお持ちであっても、介護保険制度によるサー 

ビスが優先されます。 

したがって、障がい者施策と介護保険制度とで共通するサービスにつきましては、介護保

険から給付を受けることになりますので、要介護認定の申請をして認定を受ける必要があり

ます。 

 

◆障がい者施策と介護保険制度とで共通するサービスとは、 

 

 ◎ホームヘルパーの派遣 

 ◎補装具のうち、車いすや歩行器、歩行補助づえ等の交付（介護保険制度ではレンタル） 

 ◎日常生活用具のうち、入浴補助用具等の購入に対する給付、特殊寝台(ベッド)やマット

のレンタル 

  

などがあります。 

 

◆障がい者施策と介護保険制度とで共通するサービスの利用について、早急に必要と考えて

いない方につきましては、必要となる時に要介護認定を受けてください。 

 

◆障がい者施策独自のサービスにつきましては、要介護認定を受けていなくても継続して 

利用することができます。 

 

 その他、制度の利用上でわからないことがありましたら、お問い合わせください。 

     

障がい者施策に関すること → 寒川町 福 祉 課 障がい福祉担当 

 

    介護保険制度に関すること → 寒川町 高齢介護課 介護保険担当 
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